
（参考） 

 

   地方自治法（抄）（昭和２２年法律第６７号） 

 （組織、事務及び規約の変更） 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処

理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公

共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、そ

の他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条

第１項第６号若しくは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定に

より広域連合が新たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含

む。）における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、こ

の限りでない。 

２ 〔略〕 

３ 広域連合は、次条第１項第６号又は第９号に掲げる事項のみに係る広域連合の規

約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第１項

本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

４～８ 〔略〕 

 （規約等） 

第２９１条の４ 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければな

らない。 

 ⑴～⑻ 〔略〕 

 ⑼ 広域連合の経費の支弁の方法 

２～４ 〔略〕 

 （議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１

項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関係地

方公共団体の議会の議決を経なければならない。 


